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給与所得者数の推移 

～金融業の減少と回復の遅れは完全離脱の影響なのか？～ 

 

(資料）英国国家統計局（ＯＮＳ）ＰＡＹＥ・ＲＴＩ所得雇用統計（21年8月）を基に作成 

１. 英国がＥＵから完全離脱してから８カ月が経とうとしているが、コロナ禍が経済活動の

大きな変動要因となっているため、離脱の影響は見え難くなっている。 

２. ＧＤＰの変動は、個人消費が基調を決めており、完全離脱よりも、コロナ対応の行動制

限の影響が大きいと思われる。ビジネス投資は、国民投票でＥＵ離脱を選択した時期か

ら基調が弱い。感染が落ち着けば、拡大の勢いを取り戻すのか、コロナ禍と離脱の後遺

症が残るのか。潜在成長率につながるだけに注目される。 

３. 財の貿易は、コロナ禍と完全離脱による２度の衝撃を受けた。財輸出の伸び悩みは、通

商条件の変化等による一時的な現象なのか、サプライチェーン見直しなどによる構造的

な変化なのかを現段階で判断することは難しい。 

４. 雇用面では、失業率、就業者数はコロナ前に届いていないが、欠員率、賃金上昇率は跳

ね上がっている。需給のミスマッチは時間の経過とともに解消すると見込まれているが、

ＥＵとのヒトの移動の自由の終了と、技能重視の新移民制度の導入の影響で、人手不足

が続くおそれもある。金融業のように業務と共にヒトがシフトする動きも見られる。 

５. コロナ禍は、働き方やサプライチェーンを変える契機になると考えられているが、英国

の場合、完全離脱と移民制度の変更の影響も加わり、変化が増幅される可能性がある。 
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（ 英国はロックダウンの渦中でＥＵを完全離脱、新協定と新移民制度が始動 ） 

英国の欧州連合（ＥＵ）離脱後の移行期間が終了し、完全離脱してから８カ月が経過しようとし

ている。 

しかし、完全離脱による英国とＥＵの間の財、サービス、ヒト、資本の移動の自由度の低下が、

英国経済に及ぼした影響を把握することは難しい。20 年 1 月末の正式離脱から現在に至るまで、

英国経済はコロナ禍の影響を受け続けている。移行期間終了間際に合意した「貿易協力協定（ＴＣ

Ａ）」に基づく新たな関係も、ＥＵとのヒトの移動の自由の停止と新たな移民制度も、コロナの変

異型（アルファ型）の感染拡大対応の厳しい規制の最中に始動した。コロナ禍が、この間の経済活

動の大きな変動要因となっており、離脱の影響が見え辛くなっている。 

 

（ ＧＤＰの変動の主要因はコロナ対応の行動制限 ） 

実質ＧＤＰは、正式離脱した 20 年 1～3 月期は前期比年率マイナス 10.9％、4～6 月期は同マイ

ナス 57.9％と現行の統計で遡れる範囲で最も深い景気後退に陥った（図表１）。２四半期連続の落

ち込みは、厳しいロックダウン（都市封鎖）によるものだ。制限が緩和された同年 7～9 月期は同

プラス 87.1％に反発したが、完全離脱直後の 21 年 1～3 月期に再び同マイナス 6.2％に落ち込み、

4～6 月期は同 20.7％に反発と変動が大きくなっている。個人消費が基調を決めており、21 年に入

ってからの変動も完全離脱より行動制限の影響が大きいと思われる。 

固定資本形成も、20 年 4～6 月期に深く落ち込んだ後、大きく反発したが、21 年 1～3 月期、4

～6 月期は連続でマイナスとなっている。住宅や土地、既存の建物への支出を除くビジネス投資は

21 年 1～3 月期の落ち込みがより深く、4～6 月期は持ち直したものの反発力が弱く、極めて低い

水準に留まっている（図表２）。 

ビジネス投資は、16 年に国民投票でＥＵ離脱を選択した時期から、それ以前のトレンドよりも

明確に基調が弱くなっており、ＥＵ離脱が重石となっていることが推察される。今後、コロナ禍の

感染状況が落ち着けば、国民投票前のような拡大の勢いを取り戻すのか、コロナ禍と離脱の後遺症

が残るのか。潜在成長率につながるだけに注目される。 

 

図表１ 英国の実質ＧＤＰと個人消費、 

厳格度指数の推移 

 

（注)厳格度指数は９つの領域に関する制限を指数化した

もの 

（資料)英国国家統計局（ＯＮＳ）、Our World in Data 

図表２ 英国の固定資本形成と 

ビジネス投資 

 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 
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（ 財貿易はコロナ禍と完全離脱で減少 ） 

英国はＥＵからの完全離脱でＥＵの関税同盟からも離脱、英国の関税率は、英国独自のグローバ

ル関税（ＵＫＧＴ）に切り替わった。英国とＥＵの貿易は、関税ゼロ・数量規制なしのＦＴＡを柱

とするＴＣＡに基づくものに替わり、第３国との貿易もＥＵとして自由貿易協定（ＦＴＡ）や経済

連携協定（ＥＰＡ）を締結していた地域との間では、日英包括的連携協定（ＥＰＡ）などＥＵのＦ

ＴＡやＥＰＡを叩き台に締結しなおした新協定が発効した。 

英国の財の貿易は、コロナ禍と完全離脱による２度の衝撃を受けた。パンデミックで世界的に貿

易が落ち込んだ同年 4 月1に急減した後、一旦回復し、21 年初に再び急減した。21 年初の衝撃は、

輸出入の両面で、ＥＵ向け（図表３）が、ＥＵ以外との貿易（図表４）よりも大きかった。 

 

図表３ 英国の財貿易数量（対ＥＵ） 

 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 

図表４ 英国の財貿易数量（ＥＵ以外） 

 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 

 

ＥＵからの輸入は、21 年 1 月の大きな落ち込みの後、回復傾向が続いているが、完全離脱前の

水準には達していない。20 年末にかけて、移行期間終了による関税や通関手続きの発生、物流の混

乱を懸念し、事前に在庫を確保するための輸入が増加していた。21 年初の落ち込みには、在庫積み

増しの反動という面もある。ＥＵ向けの輸出は、大幅な落ち込みの後、完全離脱直前の水準を回復

しているが、ビジネス投資のようにコロナ前から停滞気味だった。 

英国とＥＵ以外の地域との貿易については、21 年初の変化は、ＥＵとの貿易に比べて小幅だっ

たが、輸入には 20 年 4 月を底とする回復トレンドが見られるのに対して、輸出は停滞が続いてい

る。 

財輸出の伸び悩みは、ＥＵとの通商条件の変化や、ワクチン接種で先行した英国の 4～6 月期の

回復が、他地域よりも力強かったことなどによる一時的な現象であれば、いずれ解消するだろう。

しかし、ＥＵによる財の流れに関わる自由度の低下を織り込んだサプライチェーンの変化という、

より構造的な変化が生じている可能性もある。 

世界的にも、コロナ禍による生産や物流への影響が続いており、一時的な現象なのか、構造的な

変化なのかを現段階で判断することは難しい。 

 

（ サービス貿易縮小の主因はコロナ禍 ） 

サービス貿易は、輸出入共に 19 年 7～9 月期をピークに減少に転じ始め、20 年初に大きく落ち

 
1 CPB World trade monitor による 

https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor
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込んだ後も、戻りが弱い（図表５）。 

大幅な減少と戻りの弱さの主因はコロナ禍にある。2019 年 7～9 月期と 21 年 1～3 月期のサー

ビス貿易の減少のうち、輸出では４割、輸入では５割が「旅行（英国への外国人旅行者と英国人の

海外旅行者の宿泊費、飲食費等の受取・支払）」の減少によるものだ。20 年初に激減していること

からも、コロナ禍の打撃が大きいことがわかる。「輸送（国際貨物、旅客運賃の受取・支払）」も、

輸出入の減少の 2 割強を占めている。コロナ禍による旅行者の減少が主要因と思われるが、完全離

脱による通関手続き等の導入も一定の影響を及ぼしている可能性がある。 

ＥＵ離脱も、コロナ禍より小さいものの、影響を及ぼしている。英国国家統計局（ＯＮＳ）は、

「国際サービス貿易サーベイ（ＩＴＩＳ）」で、21 年 1～3 月期のサービス貿易の変動要因として

言及された回数を「コロナ禍」の 66 回に対して「ＥＵ離脱」は 13 回であったとしている2。英国

の主力産業である「ビジネスサービス」、「金融」の貿易も、「旅行」、「輸送」に比べれば幅は小さい

が減少している。「ビジネスサービス」と「金融」は、比較的コロナ禍の影響を受けにくい業種であ

り、ＥＵ離脱による金融の単一パスポートの失効、専門資格の相互承認見送りなどへの対応が反映

されている可能性はある。サービス貿易に占めるＥＵとの取引の割合は、特に輸入で低下している

（図表６）。ＥＵ経済が、他地域よりもコロナ禍で大きな打撃を受けたことによる影響ばかりでな

く、後述するとおり、単一市場からの離脱に対応したビジネス・モデルの見直しも一定の影響を及

ぼしていることが推察される。 

 

図表５ サービス貿易数量 

 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 

図表６ サービス貿易に占めるＥＵの割合 

 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 

 

（ 雇用情勢は改善、経済活動の本格回復による労働力不足の懸念も ） 

雇用面でもコロナ禍の影響は大きく、完全離脱による変化が見えづらくなっている。 

足もとの雇用関連統計は、失業率の低下、就業者数の増加、求人数の増加、賃金上昇率の加速な

ど、コロナ禍からの回復を裏付けるものとなっているが3、指標によって回復の度合いは異なる。失

業率は 20 年 10～12 月平均の 5.2％でピークアウトし、21 年 4～6 月平均は 4.7％まで低下してい

るが、まだコロナ前（19 年 11 月～20 年 1 月平均）の 4.0%を上回っている。就業者数は、21 年 1

～3 月平均の 3,218.1 万人まで減少した後、4～6 月期は 3,222.9 万人に回復したが、コロナ前（20

年 1～3 月期平均）の 3,300 万人に届いていない。 

 
2 ONS ‘The impacts of EU exit and coronavirus (COVID-19) on UK trade in services: July 2021’, 27 July 2021 
3 高山武士「英国雇用関連統計（7 月）－改善が続き、求人数は過去最高に」（ニッセイ基礎研究所『経済金融フラッシ

ュ』2021 年 08 月 18 日号）をご参照下さい。 

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/theimpactsofeuexitandcoronaviruscovid19onuktradeinservices/july2021#data-sources-and-quality
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/theimpactsofeuexitandcoronaviruscovid19onuktradeinservices/july2021#data-sources-and-quality
https://www.nli-research.co.jp/files/topics/68525_ext_18_0.pdf?site=nli
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他方、経済活動の再開で一時的に強く押し上げられている指標もある。求人数は、21 年 5～7 月

平均が 95.3 万件とコロナ前（19 年 11 月～20 年 1 月）の 81.3 万件を超え、現行統計で最多の水準

となった。未充足の求人数に対する常用労働者数の割合（欠員率）も全産業で 3.2％と過去最高水

準となったが、宿泊・飲食が 5.2％、芸術・娯楽・レクリエーションが 4.5％と、コロナ禍が直撃し

た業種で人手不足が目立つ。賃金の伸びは、週平均賃金が 21 年 4～6 月期平均で前年同期比 8.8％

に加速している。英国国家統計局（ＯＮＳ）によれば、前年同期にパンデミックの影響で、宿泊・

飲食、小売りなど対面サービスなど低賃金の雇用が減少したこと4や、一時帰休する従業員の給与を

部分給付するコロナ対応の政策支援（ＣＪＲＳ）の利用者が増加した反動など特殊要因が押し上げ

ている5。 

人手不足や、統計上の賃金上昇率の上振れは、時間の経過とともに緩和することが期待される。

段階的に縮小してきたＣＪＲＳが、今年 9 月末に終了し、需給のミスマッチの解消も進むと見込ま

れるからだ。 

だが、ＥＵからの完全離脱が、雇用面でのコロナ禍の後遺症を増幅するリスクもある。完全離脱

とともにＥＵとのヒトの移動の自由は終了し、英国では 21 年初から新たな移民制度が始動した6。

技能を重視するポイント制に基づく新制度の下では、低技能労働者への労働ビザは制限されるため、

宿泊・飲食や運送業、食品加工業などの人手不足が深刻化するおそれがある。 

政府は、人手不足回避策として産業界が求める低技能労働者対象の短期ビザ制度などには慎重

な立場だ7。ＥＵとのヒトの移動の自由の終了と新移民制度を、高賃金、高技能、生産性の高い経済

への移行につなげたいと考えているからであり、産業界には、ＥＵからの低賃金労働力依存を脱し、

技術と自動化に投資し、新たな環境に適合するよう求めている。 

 

（ 困難なコロナ禍と完全離脱、移民制度変更の影響の把握 ） 

ＥＵ市民には、「離脱協定」に基づいて、20 年 12 月末の移行期間終了までに英国に継続的かつ

合法的に居住していた場合、「ＥＵ定住スキーム（ＥＵＳＳ）」に登録することで、定住資格が与え

られることになっている。21 年 6 月末には、ＥＵＳＳの申請のために設けられた完全離脱後の猶

予期間も終了している。英国政府によれば、ＥＵＳＳには、猶予期間の終了までに 601.5 万件の申

請があり、544.7 万件の処理が完了しているが8、登録したＥＵ市民のすべてが英国への居住を継続

する訳ではない。最新の人口統計では、19 年 7 月～20 年 6 月の英国の人口 6,619.3 万人のうち、

 
4  労働力調査（ＬＦＳ）では、公共セクター、医療・ソーシャルワーカーの他、情報通信、金融・保険、専門サービス

などで就業者が増加し、製造業のほか、宿泊・飲食、建設、卸・小売り、運輸・倉庫等で減少している。平均賃金

は、雇用が増加した情報通信、金融・保険、専門サービス等で高く、宿泊・飲食、小売り等は、賃金統計の 24 の業種

分類で最も賃金が低いセクターである。なお、金融業は、表紙図表のとおり、ＰＡＹＥ・ＲＴＩに基づく集計ではＬ

ＳＦと異なり、増加している。 
5  Gov. UK ‘Coronavirus Job Retention Scheme statistics: 29 July 2021 Updated 2 August 2021’によれば、20 年 3

月に導入された CJRS に基づく一時休業者（furlough）は、20 年 4 月のピーク時には 880 万人に達し、20 年 6 月末

時点の 682 万人であったが、21 年 6 月末時点（暫定値）では 186 万人まで減少している。 
6  新制度ではＥＵ市民とそれ以外の外国人との区別がなくなり、ジョブ・オファー、適切な技能レベルの職業、必要水

準の英語能力の必須要件（合計 50 ポイント）に加えて、年収、不足職業、学歴などの要件に適合し、合計 70 ポイン

トを上回ることが必要になる。但し、詳細は The UK's points-based immigration system: policy statement をご参照

下さい。 
7  新制度の下でも、農業に従事する季節労働者に最大 6 カ月間の滞在を認める試験的枠組みの受け入れ枠を設定する

緩和措置は設けられている。 
8なお、申請件数は、国籍別にはポーランドが 109.1 万件、ルーマニアが 106.7 万件と多く、イタリア 54.6 万件、ポル

トガル 41.4 万件、スペイン 35.3 万件と続く。詳細は Gov UK ‘EU Settlement Scheme statistics’ をご参照下

さい。 

https://www.gov.uk/government/statistics/coronavirus-job-retention-scheme-statistics-29-july-2021/coronavirus-job-retention-scheme-statistics-29-july-2021#employments-on-furlough-over-time
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement#fnref:2
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
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ＥＵ市民は 345 万人で、ＥＵＳＳの申請件数を大きく下回っている。ＥＵＳＳは、移行期間終了時

点で 5 年以上滞在している場合は永住権と同等の Settled（定住）資格が得られ、5 年未満の場合

は Pre-Settled（仮定住）で登録し、滞在が 5 年に達した時点で Settled ステイタスへの切替・申請

を行う制度である。処理が完了した申請のうち、定住資格は 284.6 万件、仮定住は 232.9 万件を占

める。ＥＵＳＳの申請は、18 年 8 月から試行されており、その後の事情の変化で、すでに英国を離

れ、英国に戻る意思を喪失しているケースも含まれる。とりわけ、コロナ禍による就業環境の変化、

国境を越えた移動の困難化は、人々の居住や働き方の選択に変化をもたらしていると推察される。 

金融業のように業務と共にヒトがシフトする動きも見られる。ＥＵは、ＥＵ離脱後の関係として

英国が求めた規制や監督体制を同等とし、市場アクセスを認める「同等性評価」に、慎重な立場を

とり、完全離脱時も、ごく限られた範囲で、期間を限定した暫定措置に留めた。金融機関は、完全

離脱の前から、ＥＵ圏内での新規の免許取得やオフィスの拡張などの準備を進め、英国からＥＵ圏

内に必要な業務や人員を移した。欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が今月 18 日公表した 2019 年末時点

の年間報酬が 100 万ユーロ（１ユーロ＝130 円換算で 1 億 3000 万円）以上の高額報酬の銀行員に

関する統計でも、英国で減少する一方、ドイツやフランス、イタリアなど主要国で増加したことが

確認されている9。英国政府統計局（ONS）が、源泉徴収制度（ＰＡＹＥ）のリアルタイム情報シス

テム（ＲＴＩ）を基に作成している実験統計では、金融・保険業の給与所得者は、コロナ禍の影響

が及ぶ以前の 2019 年夏をピークに減少に転じ始め、行動制限の緩和で全体が急回復に転じた後も、

殆ど改善していない（表紙図表参照）。構造的変化が生じた可能性を示しているのかもしれない。 

コロナ禍は、世界的に働き方やサプライチェーンを変える契機になると考えられているが、英国

の場合、完全離脱と移民制度の変更の影響も加わり、変化が増幅される可能性がある。英国国家統

計局（ＯＮＳ）も、これらの要因が、雇用、人口、移民の流出入にもたらす影響を把握するため、

実験統計の活用など、統計の見直し、改善を進めている段階にある。予断を持たずに見て行く必要

があろう。 

 

 

 
9  EBA REPORT ON HIGH EARNERS DATA AS OF END OF 2019 EBA/REP/2021/23 

 

 

 

 

（お願い）本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。

また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものでもありません。 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1018449/Report%20on%20High%20Earners%202019.pdf

